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5-29  消防・防災 

5-29-1  現況 

(1) 東日本大震災の発災を受けた防災対策の見直し 

東日本大震災は、従来の災害の概念に収まらない未曾有の大災害であった。 

日本の観測史上では最大、世界的に見ても 4 番目の大きさとなる M9 を記録した巨大地震で

あった。面的に見ても、東北から関東地方に至る東日本の太平洋岸全体にわたる広範な範囲

に甚大な被害を及ぼした。 

巨大地震が引き起こした大津波は、一部で遡上高約 40m の高さに達し、東北地方を中心と

する太平洋岸の地域に襲いかかり、沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。想定外の大きさの

津波に襲われた福島第一原子力発電所では、電源設備が破壊され大事故が引き起こされた。

この結果、放射性物質が広範な地域に拡散し、様々な被害を及ぼした。 

震源から遠く離れた都内においても、液状化や大量の帰宅困難者の発生といった直接的な

被害に加え、放射性物質の拡散、電力供給不足に伴う計画停電の実施などにより大きな混乱

が生じた。また、道路ネットワークの寸断、製造工場等の被災により、物流ネットワークや

サプライチェーンが寸断され、都民生活や事業活動に影響を及ぼした。 

震災を契機にこれまでの防災対策の在り方が問われている。都民の世論調査結果（図 

5-29-1）からも、東京都が実施している諸施策のうち、特に力を入れてほしい施策は、第１

位が「防災対策」で 53％となっており、東日本大震災の発災による防災意識の高まりなども

あって、前年第４位だった「防災対策」は 20 ポイント増加して第１位となった。 

 
出典：「都民生活に関する世論調査（平成 23 年 8 月調査）」（平成 23 年 11 月、東京都生活文化局） 

図 5-29-1 特に力を入れてほしい施策 
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このため、東京都は平成 23 年 9 月に「東日本大震災における東京都の対応と教訓」をまと

め、東日本大震災の被害の状況と、半年間の東京都の対応等を振り返り、そこから得られた

様々な教訓を明らかにした。さらに、科学的知見を有する専門家や区市町村の意見等を踏ま

え、平成 23 年 11 月に「東京都防災対応指針」を策定し、今後の東京の防災対策の方向性を

具体的な取り組みを示した。 

また、現行の被害想定を見直し、東京都防災会議において「首都直下地震等による東京の

被害想定」（平成 24 年 4 月）が決定された。東日本大震災における教訓や指針、新たな被害

想定で明らかとなった東京の防災上の課題を踏まえ、平成 24 年 12 月に東京都地域防災計画

（震災編）を修正した。以下に主な消防・防災施策を示す。 

耐震以外にも、「東京都地域防災計画」では、応急対策、復旧・復興対策、住民の生命・身

体及び財産の保護に重点を置いている。防災計画の一環として、指導や訓練を実施し、それ

を継続的に反復することは重要であり、このため日本では、9 月 1 日を「防災の日」と定め

ている。 
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○「東京都地域防災計画（震災編）」における消防・防災施策の概要 

 

出典：「東京都地域防災計画（震災編）」（平成 24 年 12 月、東京都防災会議）をもとに作成 

「東京都地域防災計画 震災編」は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定

に基づき東京都防災会議が策定する計画である。 

その目的は、都、区市町村及び防災機関、事業者、地域の防災組織及び都民が総力を結集し、

各主体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図ることにより「自助」「共助」「公助」を実現し、

都の地域における地震災害の予防対策、応急・復旧対策及び震災復興を実施し、都民の生命・身

体及び財産を保護するとともに、都市の機能を維持することにより、東京の防災力を向上し、「首

都東京の防災力の高度化」を図ることにある。 

 

＜到達目標＞ 

○ 安全な都市づくりの実現（不燃化、耐震化による地震に強い都市づくり） 

発災時の延焼の防止 

・木造住宅密集地域（整備地域）の不燃領域率 70% 

・木造住宅密集地域（整備地域）の主要な都市計画道路の整備率 100% 

建築物の耐震化による被害の軽減 

・防災上重要な公共建築物及び緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化 100% 

液状化への対応 

・液状化予測図の見直し及び建築物における液状化対策の指針の作成   など 

 

○ 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保（発災後の交通ネットワークとライフラ

イン等の確保による都市機能の維持） 

発災後の交通機能の維持 

・緊急輸送道路の沿道建築物・橋梁の 100％耐震化 

水道・下水道施設の耐震化、バックアップ機能の確保 

・水道管路の耐震継手化や、下水道管の耐震化 

電力供給の安定化に向けた取組を促進し、発災後の都市機能を維持 

・都市機能維持に不可欠な施設への自立分散型電源導入   など 

 

○ 津波等の対策（総合的対応力の強化による津波等の被害の抑制） 

河川施設等の耐震・耐水対策等による津波被害の抑制 

・河川施設や港湾施設等における耐震・耐水対策等を推進 

避難経路や避難所における安全性確保 

・ハザードマップ及び津波避難計画の作成 

 島しょ地域の浸水被害の軽減 

・島しょ地域の海岸保全施設等の整備を推進   など 
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(2) 耐震性 

1)  建築物の耐震化 

地震対策に関して、日本は優れた耐震技術を有しており、世界的に見ても厳しい建築物

の耐震基準を設定している。建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和 56 年導入）は、震

度 6 強から震度 7 程度の地震（改正メルカリ震度階 10～11 程度）でも人命に危害を及ぼし

にくい耐震基準となっている。このことは、マグニチュード 9 を記録した 2011 年 3 月の東

日本大震災でもその真価を発揮し、東京では家屋の損壊がごくわずかで済んだことからも

明らかである。 

東京都は、「２０２０年の東京」計画のもと、民間や区市町村と連携し、建築物の耐震化、

都民の暮らしを守る都市施設等の耐震化を着実に推進している。 

例えば、昭和 56 年の耐震基準改正以前に建築された建築物に対して、住宅・建築物の耐

震化の取組のさらなる拡充を図り計画的かつ総合的に促進するため、平成 19 年 3 月に策定

した「東京都耐震改修促進計画」を平成 24 年 4 月に改定した。この計画に基づき、住宅及

び防災上重要な公共建築物や、百貨店、ホテル、劇場など民間特定建築物の耐震化を促進

してきた。また、建物の耐震化推進会議等における検討を踏まえ、耐震化に取組みやすい

環境の整備や建物所有者の費用負担の軽減策など、実効性ある取組を行ってきた。 

これまでに、防災上重要な都立建築物14（警察署、都立病院等）の約 96％の耐震化を完

了した（表 5-29-1、図 5-29-2）。災害拠点病院は約 83％（表 5-29-2）、小中学校（公立・

私立合計）は約 94％（図 5-29-3）の耐震化を完了した。 

 

また、主要な防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の沿道建築物については、倒壊

による道路の閉塞を防ぐため、平成 23 年 3 月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の

耐震化を推進する条例」（以下「耐震化推進条例」という。）を全国で初めて制定し、特定

緊急輸送道路15の沿道建築物に対する耐震診断の義務化とともに、耐震診断や耐震改修費

用の助成制度の充実を図るなど、耐震化を強力に進めている。 

 

○防災上重要な都立建築物（消防署・警察署、建設事務所、中央卸売市場等）の耐震化

率：95.7%（平成 22 年度末時点） 

○災害拠点病院の耐震化率：82.9%（平成 23 年 10 月時点） 

○公立小中学校の耐震化率：94.1％（平成 23 年 4 月時点） 

○私立小中学校の耐震化率：92.2％（平成 23 年 4 月時点） 

○特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率：81.3％（平成 24 年 2 月末時点） 

 

 

                             
14 震災時に震災対策指示や応急復旧を行う施設、多数の都民が利用する施設など 
15 緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があるとして、耐震化推進条例に基づき知事が指

定する道路 
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表 5-29-1  防災上重要な公共建築物の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-2 防災上重要な都立建築物の耐震化率の推移 
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表 5-29-2  災害拠点病院、社会福祉施設等の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-3 都内小中学校の耐震化率の推移 

 

 

表 5-29-3  特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 
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2)  都市施設やライフラインの整備・耐震化 

建物の耐震化とともに、震災対応の要となる道路橋梁や港湾などの都市施設について、

事業者と行政が連携し、着実に整備・耐震化を進めていく必要がある。 

災害発生時に重要な機能を担う緊急輸送道路等の橋梁については、66％の耐震化が完了

している。 

また、水道施設については、震災時でも可能な限り給水するため、浄水場のろ過池や給

水所の配水池等の耐震化を進めており、ろ過池は約 80％、配水池は約 60％まで耐震化して

いる。首都中枢機関16や救急医療機関等、震災時に重要な役割を担う施設に供給する水道

管の耐震化は 46％まで達成している（図 5-29-4）。 

下水道施設については、水再生センターやポンプ所、下水道管の耐震化を進めており、

避難所や災害拠点病院などから排水を受け入れる下水道管は約 80％まで耐震化している。

液状化の危険性が高い地域にある緊急輸送道路の下水道マンホールの浮上抑制対策は平成

22 年度に完了した。 

 

○緊急輸送道路等の橋梁の耐震化率：66％（平成 23 年 3 月時点） 

○水門・排水機場等の耐震化率：65％（平成 23 年 3 月時点） 

○重要施設17に供給する水道管の耐震化率18：46％（平成 23 年 3 月時点） 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-4 重要施設に供給する水道管の耐震化率 

 

(3) 津波対策 

1)  津波への備えの必要性 

東京湾は２つの半島に囲まれた閉鎖型の海域で、津波の影響を受けにくい地形となって

いる（図 5-29-5）。日本での津波災害の史料によると、過去 300 年にわたって東京湾岸で

の津波被害は確認されていない。また、津波対策に関して、東京都は、防潮堤、水門など

大規模な対策を講じている。これらは遠隔制御システムで管理され、対策措置が必要な状

況に対しては早期警報を発することになっている。 

 

 

                             
16 首都中枢機関：国会、中央省庁、都庁、駐日外国公館等（政治・行政機能）や、日本銀行本店、主要な金

融機関及び決済システム、それぞれのオフィス・電算センター等（経済機能） 
17 重要施設：首都中枢機関や救急医療機関等 
18 水道管の耐震化率：抜け出し防止機能を有する水道管の割合 
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これまで、東京都の水門や堤防等は昭和 34 年に名古屋地方に我が国最大の被害をもたら

した伊勢湾台風級の高潮を対象に整備されてきた。一方、津波については、東京都防災会

議において、最大津波高 1.2m を想定しており、この高さは東京都の高潮対策で十分守られ

る高さであった。 

東日本大震災では、岩手県宮古市で最大波 8.5ｍ以上の大津波が発生するなど大きな被

害を及ぼした。特に、水門や排水機場等の施設においては、地震による損壊や津波による

浸水等により多くの施設が機能不全となり、その被害を甚大なものとした。 

国の中央防災会議においては、「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関

する専門調査会」が設置され、平成 23 年 9 月の報告では、ハード対策によって津波による

被害をできるだけ軽減するとともに、それを超える津波に対しては、避難を中心とするソ

フト対策を重視すべきとし、大規模地震と台風などとの複合災害についても留意する必要

があるとしている。 

東京都においても、東日本大震災の教訓を踏まえ、河川施設や港湾施設等の整備などの

ハード対策と、津波防災意識の啓発や、避難誘導体制の構築などのソフト対策を組み合わ

せた総合的対応力の強化により、津波等の被害を最小限に抑える取り組みを進めている。 

 

 

図 5-29-5 東京湾と津波の関係 

 

波が分散 

入り口が狭い 

波が入りにくい 

東京都 
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2)  東京湾沿岸の津波・高潮対策 

東京湾沿岸におけるこれまでの津波・高潮対策の主な取組は次に示すとおりである。 

 

①  河川施設や港湾施設等における耐震・耐水対策等の推進 

大地震発生時において堤防の決壊による被害を防止するため、東京の沿岸部や低地帯に

耐震性を有する外郭堤防、水門、排水機場等を整備している。また、東部低地帯における

河川施設の耐震対策は、阪神淡路大震災を契機として、堤防や水門・排水機場など、対策

が必要な河川施設の整備を進めている。特に、東部低地帯を囲む隅田川、中川、旧江戸川

の外郭堤防については、平成 20 年度に完了した。 

臨海部の耐震強化岸壁については、国際海上コンテナ輸送対応施設は５バース計画のう

ち３バースが完成しており、緊急物資輸送対応施設は 26 バース計画のうち 11 バースが完

成している。 

また、東日本大震災を受け、都として今後取り組むべき新たな対策の在り方などについ

て、平成 24 年８月に、学識経験者等からなる「地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会」

（技術検証委員会）より提言を受けるとともに、この提言や耐震性能の照査等を踏まえた

「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」を策定している。 

都の堤防や防潮堤等は、これまで、伊勢湾台風級の高潮高に対して高さを確保すること

を目標として施設整備を進めてきた。平成 24 年４月に東京都防災会議が示した最大の津波

高は、これまで整備の対象としてきた高潮高よりも低い想定となっていることから現行計

画の堤防高で対応可能である。 

 

②  地震・津波・高潮に対する危機管理体制の強化 

高潮対策活動において情報把握と施設操作等の迅速化を図るため、東京港の水門管理に

おいて、昭和 54 年より遠隔制御システムを導入し、夜間・休日等に発生した非常災害も含

め、非常時の活動への体制を整えている。河川施設については、水門管理センターで水門

等の制御や監視を行っており、さらに水門管理センターが機能不全となった場合に備え、

バックアップ施設として木下川センターを整備している。 

水防活動に必要な資器材については、水防倉庫 387 箇所（平成 24 年４月１日現在）に備

蓄しており、各機関が定期的に点検を実施している。 

 

③  津波警報・注意報等の伝達体制・避難誘導体制の構築 

東京都防災行政無線をはじめとした情報伝達手段を整備している。また、洋上飛行が可

能なヘリコプターテレビ電送システム（ヘリテレ）装備機体３機を運用している。八丈島

については、可搬型ヘリテレ受信装置を用いて臨時的に映像を受信することができるが、

これ以外の地域では現地映像を録画して活用する。 

 

④  津波防災意識の啓発、教育及び訓練の充実 

東京都では、地震発生時の津波災害に備えた適切な行動方法や心構え等を「津波に対す

る心得」として示している。また、東京都総合防災訓練では、津波による被害を想定し、

水門・陸こうの閉鎖訓練や住民の避難訓練等を行い、東京港における津波対策を検証して

いる。 
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(4) 防火性 

1)  東京都の防火性の現状・施策 

東京消防庁が昭和 35 年から逐次都内市町村の消防事務の受託を開始した当時、火災件数

は 9,000 件台に達した時期もあった。その後減少傾向が続き、表 5-29-4 に示すとおり近

年は 6,000 件台を推移し、平成 18 年には 5,000 件台に割り込んでいる。以後、毎年減少傾

向で推移し、平成 22 年の火災件数は前年の火災件数を下回り、昭和 35 年以降最も少ない

火災件数を更新した。 

防火体制に関して、日本の建物は国内法令により構造、材料等に関する厳格な安全基準

が設定されていることに加え、建物の規模等に応じて警報装置、スプリンクラー等の消防

用設備の設置等が義務付けられており、極めて高い防火性能が確保されている。 

さらに東京では、東京消防庁等が地域の消防団と連携し、都内約 300 箇所の消防署に、

消防分署・消防出張所等に配備した 1,905 台の消防車両のほか、消防ヘリコプター、消防

艇による警戒を 24 時間体制で実施しており、万一火災が発生しても、速やかに消火活動が

行われるため、被害は最小限に抑えられている。 

 

表 5-29-4  東京都の火災状況（平成 13～22 年） 

 
出典：「平成 23 年版 火災の実態」（平成 23 年 8 月、東京消防庁） 

 

 

また、東京都区部における不燃化率（耐火造及び準耐火造建設物の割合）は、図 

5-29-6(p5-29-11)及び図 5-29-7(p5-29-12)に示すとおりであり、平成 18 年で 77.2％であ

り、平成 13 年と比較して 2.3 ポイント上昇している。 
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建物用途別に見ると、特に官公庁施設、厚生医療施設、供給処理施設、事務所建築物、

宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設については 95%以上とほぼすべての建物が不燃化さ

れている。都心及び副都心の拠点別では、臨海地区で不燃化率 100％と最も高く他の地区

でも 90％以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の土地利用 平成 18 年東京都区部」（平成 20 年 5 月、東京都） 

図 5-29-6 東京都区部の不燃化率（平成 13 年及び平成 18 年） 
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出典：「東京の土地利用 平成 18 年東京都区部」（平成 20 年 5 月、東京都） 

図 5-29-7 東京都区部の不燃化率の状況（平成 18 年） 
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2)  既存の会場における防火対策の事例 

既存会場における防火対策については、建築物の用途や規模に応じて、消防法及び東京

都火災予防条例により防火設備等の設置基準が定められている。 

設備区分のうち「劇場、映画館、演劇場又は観覧場」を例に挙げると、施設規模に応じ

て、消火器具、屋内消火栓、スプリンクラー、屋外消火栓、動力消防ポンプ、自動火災報

知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非

常ベル・自動式サイレン又は自動式サイレンと放送設備、避難器具、誘導等、消防用水、

排煙設備、連結散水設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備を設置するよう定めら

れており、いずれの既存施設においても極めて高い防火体制が整えられている。 

 

また、東京都では平成 18 年 10 月から「優良防火対象物認定表示制度」が規定されてい

る。「優良防火対象物認定表示制度」では、建物の管理権原者（所有者等）が消防署長に申

請し、審査・検査を通して認定基準（表 5-29-5 を参照）に適合していると消防署長が認

める場合、優良防火対象物として認定を受けることができる。 

既存の会場では、東京国際フォーラム、国技館、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、

Ｂ、東京スタジアムが認定優良防火対象物の認定を受けており、これらの施設における防

火対策は表 5-29-6（p5-29-14）に示すとおりである。 

 

表 5-29-5 認定優良防火対象物の認定基準 

◆ 法令の規定（防火に関すること）  

消防関係法令及び建築関係法令（防火に関する基準）の遵守の状況を確認する。 

◆ 避難安全性 

東京消防庁が定める方法により、避難上の安全の性能が確保されていることを確

認する。 

◆ 自衛消防組織とその活動能力 

東京消防庁が定める方法により、実際に自衛消防訓練を実施してもらい、自衛消

防隊の編成及び自衛消防活動能力が適切に確保されていることを確認する。 

◆ 過去の法令遵守の状況 

過去 2 年以内における法令遵守の状況として、次の事項を確認する。 

・消防法令違反をしたことによる命令、警告を受けていないこと。  

・消防法令違反をしたことによる罰則を受けていないこと。 

・消防用設備等点検報告（法第 17 条の 3 の 3）及び防火対象物点検報告 

（法第 8 条の 2 の 2）がされていること。  

◆ 過去の火災発生の状況 

過去 2 年以内において、火災が発生していないことを確認する。 

◆ 申請者が申告する各種防火対策 

防火対象物の防火安全性を高めるため、法令の規定によらず、自主的・意欲的な

防火安全対策（消防法令の趣旨に則ったものであり、かつ、火災の予防、警戒、

発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に有効と認めら

れるもの）が、防火対象物全体を包含して実施されていることを確認する。 

◆ その他消防総監が必要と認める事項 

過去 2 年以内において、認定の取消しを受けたことがなく、又は受けるべき事由

が現にないことを確認する。 

出典：東京消防庁ホームページより作成 
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表 5-29-6 認定優良防火対象の既存会場における防火対策例 

№ 会場名称 防火対策 

6 東京国際フォーラム 

①緊急救助用スペースを設置している 

②飲料水等を確保している 

③ＡＥＤを配置している〔計 12 台、内訳：Ｂ3 階 1 台、Ｂ1 階 4

台、1 階 1 台、4 階 2 台、5 階 1 台、6 階 2 台、7 階 1 台〕 

④地域の共助体制を確立している 

7 国技館 

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕 

②全館禁煙としている 

③防炎製品(座布団)を自主的に使用している〔客席部分〕 

④監視カメラを設置している 

⑤全周バルコニーを設置している〔2 階〕 

⑥消防水利を設置している 

⑦ロッカー類を壁・床に固定している〔1 階事務室〕 

⑧飲料水・食料を確保している〔3 日分/40 人〕 

⑨ＡＥＤを配置している〔計 4 台、1 階 2 台、地下 1 階 2 台〕 

24・25 
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ（現：東京ス
ポーツ文化会館） 

①全館禁煙としている 

②監視カメラを設置している 

③ＡＥＤを配置している〔1 階フロント 1 台〕 

30 
東京スタジアム 
（味の素スタジアム） 

<味の素スタジアム> 

①監視カメラを設置している②ＡＥＤを配置している 

<味の素スタジアム アミノバイタルフィールド スタンド> 

①全館禁煙としている。②監視カメラを設置している 

<味の素スタジアム アミノバイタルフィールド 大会本部室棟> 

①全館禁煙としている。②監視カメラを設置している 

出典：「認定優良防火対象物」（平成 24 年 4 月 30 日現在、東京消防庁ホームページ）をもとに作成 

※会場№は、表 1-3-37（p.1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都北区ホームページ 

 

 

 

 

メ モ 

「優良防火対象物認定表示制度」 

「優良防火対象物認定表示制度」は、平成 18年 10月 1日から

はじまった制度で、この制度では、建物の管理権原者が消防

署長に申請し、審査・検査の結果、優良な建物として消防署長

の認定を受けたときは、優良な建物の証である優良防火対象

物認定証（通称：「優マーク」）を建物の見やすい場所に表示す

ることができるものである。 

「AED」 

自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）の略

称で、不整脈等を起こした際に電気ショック（徐細動）を与え、

治療する機械のこと 
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5-29-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-29-7 に示すとおりであり、耐震性、

津波対策及び防火性の向上を目安として評価を行った。 

表 5-29-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

耐震性 
耐震性の向
上 

－ 
耐震性に問
題があり懸
念が残る 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

津波対策 
津波対策の
向上 

－ 
津波対策に
問題があり
懸念が残る 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

防火性 
防火性の向
上 

－ 
防火性に問
題がある 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 耐震性 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、耐震性の向上に

ついて、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

(ﾛ) 津波対策 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、津波対策の向上

について、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

(ﾊ) 防火性 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、防火性の向上に

ついて、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 耐震性 

日本の建築物についての耐震基準は世界的に見ても最も厳しく、震度６強から震度 7 程

度の地震でも人命に危害を及ぼしにくい耐震基準となっている。建築基準法に基づく現行

の耐震基準は、長年の総合的な研究のもと、大地震でも建築物が倒壊しないことを目標と

して昭和 56 年に導入された。その基準遵守のための建築物の設計・施工における厳格なチ

ェック体制を法律に位置づけている。 

既存の会場の施設については、建設当時の耐震基準に関連する法的基準に適合している

ため耐震性に問題はないと予測される。また、新設する施設（仮設施設も同様）について

も、建設時の耐震基準に適合する施設とする。 

これらのことから、耐震性において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は

「０」とした。 
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(ﾛ) 津波対策 

東京湾は 2 つの半島に囲まれた閉鎖型の海域で、入口が狭く津波が入りにくいうえに、

湾内に入り込んだ津波の勢力も大幅に弱まるような地形となっている。そのため、外洋で

発生した津波に対し、湾内に入り込んだ津波も、狭い入口とその地形により波高もその勢

いも軽減される。また、東京湾沿岸の水害対策については、これまでも津波や高潮から街

を守る堤防や水門等の整備・耐震化を着実に推進してきている。これらのことから津波対

策において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

既存の会場の施設は、建設当時の防火性に関連する法律の基準に適合しているため防火

性に問題はないと予測される。また、新設する施設（仮設施設においても同様）について

も、建設時の安全基準に適合する施設とする予定である。 

日本の安全基準は、建物の規模等により、警報設備やスプリンクラー等の消防用設備の

設置が義務付けられ、構造、材料等に関する厳格な基準となっている。これらのことから、

防火性において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 耐震性 

建築物の耐震化を推進していくため、建設当時の耐震基準に適合しているが最新の耐震

基準に適合していない既存施設については、2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が

図られる。 

８km 圏内を含む東京都全体の耐震性を高めるための具体的なミティゲーションは、表 

5-29-8(p5-29-17)に示すとおりである。 

 

(ﾛ) 津波対策 

津波対策においては、東日本大震災を受け、「地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会」

を設置し、その検討結果をもとに水門等において重点的かつ高度な耐震・耐水対策を推進

することになっている。 

このような施設整備や耐震・耐水対策の推進により、東京湾沿岸の地震・津波・高潮災

害への備えを強化し、ハード対策とともに、危機管理体制の強化等によるソフト対策を推

進し、総合的な対応力を強化する。 

８km 圏内を含む東京湾沿岸の津波対策を向上するための具体的なミティゲーションは、

表 5-29-9(p5-29-19)に示すとおりである。 

(ﾊ) 防火性 

新たな被害想定において、区部木造住宅密集地域を中心に、建物倒壊や焼失による被害

が想定されており、建築物のの耐震化や不燃化、消防用水の確保等を加速させることによ

り、防火性を高める。なお、開催中においては、東京消防庁はすべての関連施設に消防車

両を待機させ、極めて高いレベルの防火体制を確立する。 

８km 圏内を含む東京都全体の防火性を高めるための具体的なミティゲーションは、表 

5-29-10(p5-29-19)に示すとおりである。 
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表 5-29-8(1)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

＜建築物の耐震化＞ 

①重要建築物等の耐震化 

・震災時の避難・消火活動等の機能を確保するため、区市町村と連携し、

緊急輸送道路の沿道建築物を 100％耐震化する。 

・震災時の活動拠点等となる防災上重要な都立建築物を 100％耐震化する。 

・震災時の医療活動の拠点となる災害拠点病院や社会福祉施設等（主に災

害時要援護者が利用する入所施設）については、施設が常時稼動してい

る等の特性を踏まえた対策などを講じ 100%耐震化する。 

・子供の安全を守るため、高校、小中学校、特別支援学校、幼稚園、保育

所の施設を 100％耐震化する。 

・震災時の帰宅困難者対策の一環として、民間事業者が、従業員や顧客の

保護を含めた一時受入れを行うことを視野に入れ、不特定多数の人が利

用し、震災時の一時的な待機場所となりうるホテルや劇場等の大規模な

民間建築物について、事業者等との連携により 100％耐震化する。 

・建物所有者の意識や気運を高めていくため、都内すべての建築物を対象

とした都独自の耐震マーク表示制度を新たに創設し、耐震化の取組を加

速させる。 

・一定の規模以上の民間建築物に対し、耐震改修促進法に基づく指導、指

示、公表等や、耐震改修等に要する費用の一部を助成する等、多様な政

策手段を駆使して耐震化の取組を複合的に展開する。 

・都庁舎について、平成 26 年から予定している設備更新工事に合わせ、制

振装置の設置などによる長周期地震動対策に取り組むとともに、民間の

超高層建築物の所有者に対して、長周期地震動対策の必要性を広く普及

啓発する。 

・エレベーターの地震時管制運転装置の設置や機器の耐震化を促進するこ

とにより、閉じ込めによる被害を軽減する。 

 
 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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表 5-29-8(2)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

②住宅の耐震化 

・新たに創設する都独自の耐震マーク表示制度や法令・財政・税制等、多

様な政策手段を駆使して耐震化の取組を複合的に展開し、住宅の耐震化

率を 95％以上とする。 

・特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において、木造住宅の耐

震化費用を助成するとともに、耐震化にあたり合意形成が難しいマンシ

ョンにアドバイザーの派遣費用や耐震化費用を助成するなど耐震化の取

組を加速させる。 

・耐震診断士の育成等により耐震化に取り組みやすい環境の整備を進める

とともに、安価で信頼できる耐震改修工法を周知し、住宅の耐震化を促

す。 

・専門家等による東京都建築物液状化対策検討委員会の検討結果を踏まえ、

区市町村と連携し、建築確認審査などの機会を捉えて液状化対策の必要

性や工法等の情報を積極的に提供することにより、建物所有者の自発的

な取組を促し、液状化による住宅被害を軽減する。 

 

また、「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 4 月、東京都）において、以下

のような目標が設定されており、耐震診断・耐震改修の促進を図るための施

策や、総合的な安全対策が位置づけられている。 

 

出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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表 5-29-8(3)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

＜都市施設やライフラインの整備・耐震化＞ 

①都市施設やライフラインの整備・耐震化 

・緊急輸送道路等の橋梁の耐震化を 100％完了させ、震災発生時の輸送・避

難ルートを確保する。 

・センター・コア・エリア内の都道の無電柱化を完了させるとともに、多

摩地域及び周辺区部の緊急輸送道路等において無電柱化を推進する。緊

急輸送道路のうち、震災時に車両通行禁止区域の境界となる環状７号線

では、平成 37 年度までに無電柱化を完了させる。 

・三環状道路等の首都圏の高速道路網を早期に完成させ、災害から首都機

能を守るとともに、骨格幹線道路の整備を推進し、防災性を向上させる。 

・多摩山間部の道路について、大雨による通行止め等で地域が孤立化しな

いよう、道路の拡幅、線形改良、代替路等を整備するとともに、斜面崩

壊対策を推進し、地域の防災性を更に強化する。 

・震災時に道路上の障害物除去等を担う事業者を確保するため、契約制度

を見直すとともに、行政側も災害対応力を強化するなど、緊急輸送道路

等の通行が迅速に確保できる体制を強化し、ソフト面からも道路の震災

対策を図る。 

・鉄道駅については、一定の条件を満たす主要駅の耐震補強工事を支援す

るとともに、駅と駅の間にある高架部等の鉄道施設について耐震化を促

進する方策を検討する。 

・防災活動拠点の整備については、大規模公園において、大型車両の出入

りに対応した入口改修やヘリコプターの離着陸場としても使用可能な広

場等の確保・整備を進める。 

・水道施設については、浄水場のろ過池や給水所の配水池等の耐震化を推

進するとともに、優先的に整備を進めている首都中枢機関や救急医療機

関等に供給する水道管の耐震化を 100％完了する。また、その他の重要施

設にも対象を拡大するなど、耐震化を一層推進する。 

・下水道施設については、水再生センターやポンプ所等の耐震化を推進す

るとともに、震災時のトイレ機能を確保するため、避難所や災害拠点病

院などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化を 100％完了する。 

・また、震災時の交通機能やトイレ機能を確保するため、液状化の危険性

が高い地域にある避難所等へのアクセス道路や地区内残留地区19、ターミ

ナル駅周辺などにおいて、下水道マンホールの浮上抑制対策を推進する。 

・電気・通信施設については、事業者による施設の耐震化や迅速な応急復

旧体制の確保、電線類の地中化等を促す。また、ガス施設については、

ガスの製造、供給施設等の耐震性の向上や震災時における迅速な応急復

旧体制の確保を促す。 

②社会資本ストックの長寿命化 

・高度経済成長期に整備した道路施設や河川施設、港湾施設、都営地下鉄、

水道・下水道施設等の社会資本について予防保全型管理を推進し、社会

資本ストックの長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストを大幅

に縮減する。 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

                             
19 地区内残留地区：地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災の恐

れがなく、広域的な避難を要しない区域（平成 20 年２月現在 33 か所、約 90km2指定） 
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表 5-29-9  消防・防災に関するミティゲーションの内容（津波対策） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

①施設整備及び耐震・耐水対策の推進 

・高潮や津波に対する安全性を確保するため堤防等の整備を推進する。 

・水門・排水機場等重要施設の耐震対策については、現在の技術基準に基

づく対策を完了するとともに、必要に応じ将来にわたって考えられる最

大級の地震動にも耐えられるよう、さらなる耐震性の強化対策を講じて

いく。また、堤防等について耐震性能照査等を行い、必要に応じ対策を

講じる。 

・水門・排水機場等の電気・機械設備の耐水対策については、万一、堤防

等の損傷により施設が浸水した場合でも必要な機能が確保できるよう対

策を講じていく。 

 

②総合的な対応力の強化 

・地震・津波・高潮等の発災時に水門の開閉等を行う高潮対策センターを

２拠点化し、緊急時のバックアップ機能を強化する。また、センターと

水門を結ぶ通信網や陸こう の操作機能の強化などを進める。 

・陸こうの閉鎖等を迅速に行えるよう操作体制を強化するとともに、災害

時に通信が途絶した場合に備え、複数の連絡方法を確立する等情報連絡

体制を拡充する。 

 

＜高潮対策センターの 2 拠点化＞ 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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表 5-29-10  消防・防災に関するミティゲーションの内容（防火性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

①延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備 

・市街地の延焼を遮断し、避難や救援活動の空間ともなる延焼遮断帯を確

保するため、整備地域（7,000ha）における主要な都市計画道路の整備を

100％達成する。 

・整備に際しては、都営住宅や公社住宅、都有地等を積極的に活用するな

ど沿道の従前居住者の円滑な住み替えや生活再建を強力に支援するとと

もに、地域の特性に応じた都市計画手法の活用などにより事業の実効性

を確保し、事業の進捗スピードを重視した集中的取組により計画的な整

備を推進する。 

 

②市街地の不燃化の推進 

・東京都建築安全条例に基づく都独自の防火規制 の指定区域拡大や、建替

え費用の助成、税制の活用などあらゆる手法を総動員して建物の不燃化

を強力に推進し、整備地域の不燃領域率を、延焼による焼失率がほぼゼ

ロとされる 70％にする。 

・不燃化の推進に際しては、地区を限定した都と区の連携による先導的な

事業において、各種施策の重点的投入を行うなど、集中的・重点的取組

を推進するとともに、その検証等を踏まえ、意欲ある区が主導的に整備・

改善に取り組むことのできる整備スキームを構築し、不燃化の加速を強

力に推進する。 

・市街地の整備に際しては、密集市街地の特性に合った都市計画手法等を

最大限活用して事業の進捗スピードを重視した集中的取組を推進し、都

営住宅や公社住宅、都有地等の活用を図りながら、生活道路や公園の整

備、狭小な敷地における共同建替え等を促進する。 

・あわせて木造住宅の耐震化の取組を支援し、建物倒壊による火災の発生

や避難路の閉塞を防止する。 

・また、火災時の消火用水を確保するため、深井戸等の消防水利を整備す

る。 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

 

③  二次評価 

(ｲ) 耐震性 

新設する会場の施設（仮設施設においても同様）については、建設時の耐震基準を満足

する施設となる予定である。また、表 5-29-8(p.5-29-17)に示すミティゲーションにより、

８km 圏内において防災上重要な建築物、木造住宅やマンションの耐震化が進められ、最新

の耐震基準に適合していない既存施設は 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が図

られると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

表 5-29-9(p.5-29-19)に示すミティゲーションにより、東京湾沿岸への水害への備えが

強化され、津波対策のの向上が図られると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋

１」とした。 
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(ﾊ) 防火性 

新設される会場の施設（仮設施設においても同様）については、建設時の防火基準を満

足する施設となる。 

また、東京では、夏季に林野火災はほとんど発生していないことに加え、大会会場は林

野火災のおそれのある場所には所在しない。 

表 5-29-10(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において木造密集地域

における不燃化を加速させ、すべてのオリンピック関連施設に消防車両と消防職員を配備

することで、迅速な対応を行うことから、防火性の向上が図られると予測され、全体計画

の評価結果は「＋１」とした。 

 

2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 耐震性 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、建設当時の耐震基準に関連する法的

基準に適合しているため耐震性に問題はないと予測されることから、全体計画の評価結果

は「０」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、東京港の水門及び防潮堤、河川の水

門及び堤防など、既に十分な対策を講じており、津波対策としては問題がないと予測され

ることから、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、建設当時の防火性に関連する法律の

基準に適合しているため防火性に問題はないと予測されることから、全体計画の評価結果

は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 耐震性 

８km 圏内を含む東京都全体の耐震性を高めるためのミティゲーションは、開催中と同様

に、表 5-29-8(p5-29-17)に示すとおりである。東京都は、建築物の耐震化を推進していく

ため、建設当時の耐震基準に適合していても最新の耐震基準に適合していない既存施設に

ついては 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上を図っていく。 

 

(ﾛ) 津波対策 

８km 圏内を含む東京湾沿岸の津波対策を向上するためのミティゲーションは、開催中と

同様に、表 5-29-9(p5-29-19)に示すとおりである。 

 

(ﾊ) 防火性 

後利用時における８km 圏内を含む東京都全体の防火性を高めるためのミティゲーショ

ンは、開催中と同様であり、表 5-29-10(p5-29-19)に示すとおりである。 
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③  二次評価 

(ｲ) 耐震性 

表 5-29-8(p5-29-17)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において防災上重要な

建築物、木造住宅やマンションの耐震化が進められる。また、最新の耐震基準に適合して

いない既存施設は 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が図られ、耐震性の向上は開

催後も引続き維持されると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

表 5-29-9(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、東京湾沿岸への水害への備えが強

化され、津波対策のの向上が図られる。これらの津波対策は開催後も引続き維持されると

予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

表 5-29-10(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において建物の不燃化

が加速され、防火性の向上が図られ、防火性の向上は開催後も引続き維持されると予測さ

れることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

1)  耐震性 

全体計画における消防・防災（耐震性）の評価結果は表 5-29-11 に示すとおりであり、

建設当時の耐震基準に適合していても、最新の耐震基準に適合していない施設は耐震性の

向上が図られるため、開催中及び開催後の評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-11  全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（耐震性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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2)  津波対策 

全体計画における消防・防災（津波対策）の評価結果は表 5-29-12 に示すとおりであり、

東京湾沿岸への水害への備えが強化され、津波対策の向上が図られるため、開催中及び開

催後の評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-12  全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（津波対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  防火性 

全体計画における消防･防災（防火性）の評価結果は表 5-29-13 に示すとおりであり、

８km 圏内において木造密集地域における不燃化が加速され、防火性の向上が図られ、防火

性の向上は開催後も引続き維持されると予測されることから、開催中及び開催後の評価結

果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-13 全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（防火性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後


